
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

住

民

基

本

台

帳

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

市

町

村

課

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

環

境

管

理

課

特

定

施

設

の

構

造

等

の

変

更

の

許

可

申

請

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

医

薬

安

全

課

○

特

定

計

量

器

定

期

検

査

工

業

技

術

セ

ン

タ

ー

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

の

変

更

予

定

治

山

課

○

〃

〃

【

】

公

告

○

林

業

種

苗

生

産

事

業

者

講

習

会

の

開

催

治

山

課

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

の

完

了

【

】

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

○

岡

山

・

兵

庫

県

瀬

戸

内

海

連

合

海

区

漁

業

調

整

海

区

漁

業

調

整

委

員

委

員

会

の

開

催

会

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
三
号

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
中
「
同
法
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
被
保
険
者
証
」
を
「
資
格
確
認
書
」
に

改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
条
中
「
同
法
」
を
「
法
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
四
号 

 

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
な
お
、
こ
の
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結

果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

１
 

申
請

の
概

要
 

 
(
1
)
 
申

請
者

の
氏

名
又

は
名

称
及

び
住

所
並

び
に

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

代
表

者
の

氏
名

 

 
 

名
 

称
 

株
式

会
社

ク
ラ

レ
 

 
 

住
 

所
 

岡
山

県
倉

敷
市

酒
津

1
6
2
1
番

地
 

 
 

氏
 

名
 

代
表

取
締

役
社

長
 

川
原

 
 

仁
 

 
(
2
)
 
工

場
又

は
事

業
場

の
名

称
及

び
所

在
地

 

 
 

名
 

称
 

株
式

会
社

ク
ラ

レ
鶴

海
事

業
所

 

 
 

所
在

地
 

岡
山

県
備

前
市

鶴
海

4
3
4
2
番

地
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(3) 特定施設に関する事項 

変更なし 

 (4) 汚水等の処理施設に関する事項 

区 分 変 更 前 変 更 後 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 排水処理施設（F） 

同左 

種 類 及 び 型 式 原水貯槽タンク、凝集反応槽 

構 造 PE、SUS+SS 

主 要 寸 法 
原水貯槽タンク：φ2.34m×H3.19m、凝集反応槽：φ

2.2m×H3.0m 

能 力 28m3/日 

処 理 の 方 法 薬品による凝縮・沈殿 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並びにその

使用に季節的変動がある場合はその概要 
連続 16 時間 同左 

使用時における当該汚

水等の処理施設による

処理前及び処理後の汚

水等の汚染状態の通常

の値及び最大の値並び

に当該汚水等の通常の

量及び最大の量 

区     分 
処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後 

通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 7.66 10.59 同左 7.60 10.50 同左 

ｐ Ｈ 7.0～10.0 7.0～11.0 6.0～8.6 同左 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 145.43 245.28 3.79 6.40 145.39 245.24 3.79 6.40 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 392.69 710.95 11.05 20 393.42 711.91 11.07 20 

油 分（mg/Ｌ） <0.5 1 同左 
同左 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 10 20 7.5 15 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 0.51 1.02 0.5 1 0.50 1.00 0.5 1 

アンモニア等（mg/Ｌ） 10 20 7.5 15 同左 
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区 分 変 更 前 変 更 後 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 排水処理施設（G） 

同左 

種 類 及 び 型 式 

排水受槽、中和槽、原水槽、膜ろ過装置、再生水槽、

監視槽、SS 濃厚水受槽、固液分離水槽、脱水機、苛性

ソーダ貯槽 

構 造 PE、FRP、中空糸膜モジュール、SUS 

主 要 寸 法 

排 水 受 槽 ： φ 2.71m× H3.81m、 中 和 槽 ： L2.75m×

W1.35m×H1.75m、原水槽：φ1.89m×H2.05m、膜ろ過

装置(GSR-5 型)：L1.955m×W0.6m×H1.725m、膜ろ過装

置(GL-5 型)：L2.6m×W0.95m×H2.434m、再生水槽：φ

2.28m×H2.78m、監視槽：φ1.06m×H1.25m、SS 濃厚水

受槽：φ1.625m×H1.625m、固液分離水槽：φ0.9m×

H0.87m、脱水機：L1.6m×W0.96m×H0.655m、苛性ソー

ダ貯槽：φ1.89m×H2.48m 

能 力 496m3/日 

処 理 の 方 法 中和、膜ろ過、遠心分離 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並びにその

使用に季節的変動がある場合はその概要 
連続 24 時間 同左 

使用時における当該汚

水等の処理施設による

処理前及び処理後の汚

水等の汚染状態の通常

の値及び最大の値並び

に当該汚水等の通常の

量及び最大の量 

区     分 
処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後 

通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 275 352 同左 275.06 352.09 同左 

ｐ Ｈ 3.0～6.0 6.0～8.6 

同左 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 72 222 2.1 4 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 108 296 6 13 

油 分（mg/Ｌ） <0.5 1 同左 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 9 18 7 14 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 0.6 1.1 
同左 

シアン化合物（mg/Ｌ） <0.1 0.19 

令和７年１月２４日　岡山県公報　第１２６７０号令和７年１月２４日　岡山県公報　第１２６７０号



 

 (5) 排水口に関する事項 

排 水 口 番 号 B 水路排水口 B 水路排水口 C 水路排水口 C 水路排水口 

区 分 
変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 

通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 1,151.51 2,170.66 1,151.57 2,170.75 10.11 14.24 10.05 14.15 

ｐ Ｈ 6.0～8.6 同左 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 16.9 25.5 16.8 25.5 7.72 15.0 10.0 15.0 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 9.8 13.5 
同左 

10.5 18.71 10.0 18.71 

油 分（mg/Ｌ） <0.5 1.0 <0.5 1.0 同左 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 6.7 9.2 6.6 9.2 13.85 24.25 10.0 24.03 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 0.74 1.34 

同左 

1.39 2.9 1.00 2.8 

シアン化合物（mg/Ｌ） <0.1 1.0 － － 同左 

大腸菌群数（個/㎤） <3,000 3,000 
同左 

大腸菌数（CFU/mL） <800 800 

アンモニア等（mg/Ｌ） － － 13.85 24.25 10.0 24.03 

２ 縦覧の期間及び場所 

 (1) 期 間 令和７年１月 24 日から同年２月 14 日まで 

 (2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び備前市役所 

       ホームページ https://www.pref.okayama.jp/soshiki/29/ 
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
五
号 

 

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り

指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

知
事
指
定
薬
物
の
名
称 

１ 

二
―
（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
―
二
―
（
二
―
フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
―
一
―
オ

ン
（
通
称
名
二
Ｆ
―
Ｎ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ｃ
Ｋ
、
二
Ｆ
―
二
Ｏ
Ｘ
Ｏ
―
Ｐ
Ｃ
Ｅ
、
二
―
Ｆ
Ｘ
Ｅ
、
二
―
ｆ
ｌ

ｕ
ｏ
ｒ
ｏ
ｄ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｌ
ｏ
ｒ
ｏ
―
Ｎ
―
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ
―
ｋ
ｅ
ｔ
ａ
ｍ
ｉ
ｎ
ｅ
）
及
び
そ
の
塩
類 

２ 

二
―
［
（
四
―
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
］
―
五
―
ニ
ト
ロ
―
一
―
［
二
―
（
ピ
ロ
リ
ジ

ン
―
一
―
イ
ル
）
エ
チ
ル
］
―
一
Ｈ
―
ベ
ン
ゾ
［
ｄ
］
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
（
通
称
名
Ｍ
ｅ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ

ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｐ
ｙ
ｎ
ｅ
、
Ｎ
―
Ｐ
ｙ
ｒ
ｒ
ｏ
ｌ
ｉ
ｄ
ｉ
ｎ
ｏ 

Ｍ
ｅ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｎ
ｅ
）
及

び
そ
の
塩
類 

３ 

（
八
Ｒ
）
―
六
―
ア
リ
ル
―
一
―
（
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
ニ
ル
）
―
Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
エ
チ
ル

―
九
・
十
―
ジ
デ
ヒ
ド
ロ
エ
ル
ゴ
リ
ン
―
八
―
カ
ル
ボ
キ
シ
ア
ミ
ド
（
通
称
名
一
ｃ
Ｐ
―
Ａ
Ｌ
―

Ｌ
Ａ
Ｄ
）
及
び
そ
の
塩
類 

４ 

（
八
Ｒ
）
―
一
―
（
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
ニ
ル
）
―
Ｎ
―
メ
チ
ル
―
Ｎ
―
（
プ
ロ
パ
ン
―

二
―
イ
ル
）
―
六
―
メ
チ
ル
―
九
・
十
―
ジ
デ
ヒ
ド
ロ
エ
ル
ゴ
リ
ン
―
八
―
カ
ル
ボ
キ
シ
ア
ミ
ド

（
通
称
名
一
ｃ
Ｐ
―
Ｍ
ｉ
Ｐ
Ｌ
Ａ
、
一
ｃ
Ｐ
―
Ｍ
Ｉ
Ｐ
Ｌ
Ａ
）
及
び
そ
の
塩
類 

二 

指
定
の
理
由 

 

条
例
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
該
当
し
、
県
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
六
号 

 

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
に
係
る

定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
な
お
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
は
、
非
自
動
は
か
り
（
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百

二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
分
銅
及
び
お
も
り
（
以
下
「
非

自
動
は
か
り
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
場
所
及
び
期
日 

 

備
考 

ひ
ょ
う
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
非
自
動
は
か
り
等
の
定
期
検
査
に
つ
い
て
は
、
指
定

定
期
検
査
機
関
で
あ
る
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会
が
実
施
す
る
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

         

 

玉 

野 

市 

笠 

岡 

市 

高 

梁 

市 

新 

見 

市 

瀬

戸

内

市 

真 

庭 

市 

浅 

口 

市 

早 

島 

町 

里 

庄 

町 

矢 

掛 

町 

新 

庄 

村 

鏡 

野 

町 

吉
備
中
央
町 

区 

域 
 
 

岡
山
県
計
量
管
理
セ
ン
タ
ー
（
岡
山

市
北
区
芳
賀
五
三
〇
一
番
地
）
（
た

だ
し
、
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則

（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七

十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
特

定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
） 

 

場 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
お

い
て
別
途
指
定
す
る
日 

 
 

期 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

日 

令和７年１月２４日　岡山県公報　第１２６７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

苫
田
郡
鏡
野
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
鏡

「

野
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

津
山
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
津

「

山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。
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〔
三
六
〕
林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
林
業
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
を
開
催
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

１ 

日
時 
令
和
七
年
三
月
十
三
日
（
木
曜
日
） 

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

２ 

場
所 
勝
田
郡
勝
央
町
植
月
中
一
〇
〇
一 

 
 

 
 

 

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
森
林
研
究
所 

林
業
技
術
研
修
棟 

研
修
室
（
小
） 

二 

受
講
申
込
み 

１ 

受
講
申
込
み
は
、
原
則
、
岡
山
県
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
で
受
け
付
け
る
。
受
講
申
込
者
は
、
令

和
七
年
一
月
二
十
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
四
日
（
火
曜
日
）
ま
で
の
期
間
中
に
申
請
す

る
こ
と
。 

２ 

受
講
手
数
料
は
、
一
万
四
千
二
百
九
十
円
を
令
和
七
年
三
月
四
日
（
火
曜
日
）
ま
で
に
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
り
納
付
処
理
す
る
こ
と
。 

３ 

納
付
し
た
受
講
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。 

三 

そ
の
他 

１ 

受
講
者
は
、
受
講
当
日
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。 

２ 

講
習
会
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
岡
山
県
農
林
水
産
部
治
山
課
（
電
話
（
〇
八
六
）
二
二
六
―
七

四
五
五
）
又
は
各
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。 
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〔
三
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

倉
敷
市
粒
江
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
用
地
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
一
月
十
六
日
か
ら
同

年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 
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〔
三
八
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。 

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
県
指
令
備
中
局

建
第
四
一
〇
八
号 

令
和
七
年
一
月
十
日 

番

号 

指

定

年

月

日 
浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
一
三
一
一
番

二
三 

道

路

の

位

置 

六
・
〇
二 

 

道
路
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル) 

四
〇
・
九
七  

 
 

 
 

  

道
路
の
延
長 

(

メ
ー
ト
ル) 
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〔
三
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
上
林
字
宮
後
八
九
番
一
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
西
郡
九
三
六
番
地
七
セ
レ
ー
ノ
Ｂ
二
〇
三 

木
村 

 

翔 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
十
月
九
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
八
八
号 
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◎
岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
六
十
三
回
岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

井

本

瀧

雄

一

日
時

令
和
七
年
二
月
四
日
（
火
）

午
後
二
時
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
六
番
四
一
号

ピ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ま
き
び

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
三
二

〇
五
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

令
和
七
年
度
に
お
け
る
各
種
漁
業
の
入
会
調
整
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

会
長
及
び
会
長
代
理
の
任
期
満
了
に
伴
う
改
選
に
つ
い
て
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